
HPHP

子育て子育て
・教育・教育

子
ど
も
の
健
康

乳
幼
児
歯
科
相
談

１
０
０
７
５
７
５

ID

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を

講
じ
た
上
で
再
開
し
ま
す
。

　
歯
科
医
師
に
よ
る
歯
科
健
診
を
無
料
で

実
施
し
て
い
ま
す
。

日
時
８
月
５
日
㈬
・
７
日
㈮
・
1９
日
㈬
・

21
日
㈮
・
26
日
㈬
の
午
後
１
時
30
分
、
１

時
45
分
、
２
時
、
２
時
15
分
、
２
時
30
分

か
ら

会
場
生
活･

保
健
セ
ン
タ
ー

内
容
歯
科
医
師
に
よ
る
健
診
・
相
談

対
象
１
歳
６
カ
月
～
４
歳
の
誕
生
月
ま
で

の
お
子
さ
ま

定
員
申
込
制
で
各
回
先
着
３
人

そ
の
他
す
で
に
虫
歯
が
あ
る
場
合
は
医
療

機
関
の
受
診
を
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
せ
き
が
出
る
・

体
が
だ
る
い
・
熱
っ
ぽ
い
な
ど
の
症
状
が

あ
る
方
は
来
所
を
お
控
え
く
だ
さ
い

申
込
電
話

問
健
康
課（
☎
581
・
４
１
１
１
）

Ｂ
Ｃ
Ｇ（
結
核
）予
防
接
種

１
０
０
７
６
２
３

ID

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を

講
じ
た
上
で
実
施
し
ま
す
。

　

母
子
健
康
手
帳
と
予
診
票
、
長
袖
服
、

バ
ス
タ
オ
ル
を
お
持
ち
に
な
っ
て
会
場
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。
予
診
票
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
会
場
で
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

無料
相談

日
時
・
会
場
８
月
３
日
㈪
・
24
日
㈪
⋮
生

活･

保
健
セ
ン
タ
ー
、
1９
日
㈬
⋮
福
祉
支

援
セ
ン
タ
ー
。
い
ず
れ
も
午
前
９
時
30
分

～
11
時

対
象
Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種
未
接
種
の
生
後
１
歳

未
満
の
お
子
さ
ま
※
生
後
５
～
８
カ
月
未

満
推
奨

注
意
①
冊
子「
予
防
接
種
と
子
ど
も
の
健

康
」を
読
み
、
予
防
接
種
や
副
反
応
に
つ

い
て
理
解
し
た
上
で
来
場
を
②
麻
し
ん
な

ど
の
感
染
性
疾
患
に
か
か
り
、
治
っ
て
か

ら
１
カ
月
以
上
経
過
し
て
い
な
い
お
子
さ

ま
は
受
け
ら
れ
な
い
場
合
あ
り
③
副
腎
皮

質
ホ
ル
モ
ン
剤（
ス
テ
ロ
イ
ド
薬
）を
使
用

し
て
い
る
場
合
は
、
事
前
に
相
談
を

そ
の
他
赤
ち
ゃ
ん
の
予
防
接
種
を
遅
ら
せ

る
と
、
免
疫
が
つ
く
の
が
遅
れ
、
重
い
感

染
症
に
な
る
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。
可

能
な
限
り
予
定
通
り
接
種
で
き
る
よ
う
ご

家
族
と
協
力
し
、
不
安
な
方
は
健
康
課
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い

問
健
康
課（
☎
581
・
４
１
１
１
）

HPHP

子育て子育て
・教育・教育

小
学
校
・
中
学
校

令
和
２
年
度
教
育
委
員
会

１
０
１
３
５
６
４

ID

　

議
事
録
は
、市
政
図
書
室
お
よ
び
市
HP

で
閲
覧
で
き
ま
す
。

▼
第
３
回
臨
時
会（
５
月
24
日
開
催
）議
事

録
公
開

協
議
事
項
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
伴
う
緊
急
事
態
宣
言
解
除
後
の
市
立
小

学
校
、
市
立
中
学
校
、
市
立
幼
稚
園
の
教

育
活
動
等
に
つ
い
て

▼
第
３
回
定
例
会（
６
月
11
日
開
催
）議
事

録
公
開

可
決
事
項
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
伴
う
緊
急
事
態
宣
言
解
除
後
の
市
立
小

学
校
、
市
立
中
学
校
、
市
立
幼
稚
園
の
教

育
活
動
等
の
専
決
処
分
に
つ
い
て
ほ
か
５

件報
告
事
項
令
和
２
年
第
１
回
日
野
市
議
会

臨
時
会
の
報
告

▼
第
５
回
定
例
会
開
催

日
時
８
月
13
日
㈭
午
後
２
時
か
ら
※
傍
聴

の
可
否
は
市
HP
な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

　
い
ず
れ
も
問
庶
務
課（
☎
514
・
８
６
９

２
）﹁

選
べ
る
学
校
制
度
﹂の
希
望
調
査
票
を

発
送

１
０
０
４
２
６
６

ID

　
市
内
在
住
で
令
和
３
年
度
に
小
・
中
学

校
に
入
学
す
る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
の

方
へ
、
入
学
校
を
選
択
す
る
た
め
の
選
べ

る
学
校
制
度
の
希
望
調
査
票
を
発
送
し
ま

し
た
。
８
月
３
日
㈪
ま
で
に
調
査
票
が
届

か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

希
望
調
査
票
提
出
期
限
９
月
11
日
㈮

問
学
校
課（
☎
514
・
８
７
１
９
）

そ
の
他

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
入
会
案
内
説

明
会（
予
約
制
）～
事
業
紹
介
、概
要
説
明

日
時
８
月
５
日
㈬
午
後
１
時
30
分
ま
た

は
６
日
㈭
午
前
10
時
か
ら
※
各
回
２
時
間

程
度
。
い
ず
れ
か
１
回

対
象
60
歳
以
上
の
方

申
込
電
話

会
場
・
問
日
野
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
（
☎
581
・
８
１
７
１
）

▼
６
月
後
半
～
７
月
前
半１

０
１
３
４
１
１

ID

[
６
月
18
日
]市
議
会
定
例
会
本
会
議（
審

査
報
告
・
議
案
上
程
）[
24
日
]都
市
計
画

審
議
会[
25
日
]（
公
財
）東
京
観
光
財
団

評
議
員
会（
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
）[
29
日
]東
京

都
市
町
村
職
員
共
済
組
合（
役
員
会
・
組

合
会
）[
30
日
]東
京
都
十
一
市
競
輪
事
業

組
合（
理
事
会
・
議
会
臨
時
会
）、
東
京
都

四
市
競
艇
事
業
組
合（
理
事
会
・
議
会
臨

時
会
）[
７
月
１
日
]東
京
都
市
長
会
環
境

部
会
、
総
務
・
文
教
部
会[
８
日
]東
京
都

市
町
村
共
済
組
合
事
業
中
長
期
推
進
計
画

委
員
会[
14
日
]総
合
教
育
会
議

問
市
長
公
室
秘
書
担
当
代
表
☎

▶手当の支給および医療費の助成（右表）
　母子・父子家庭や、障害のあるお子さまを養育してい
る家庭などに各種手当を支給します。また、母子・父子
家庭や、それに準ずる家庭の方に「ひとり親家庭等医療
証」を発行しています。医療証は、診療の際に、健康保
険証と一緒に提示すると、保険診療の一部が助成されま
す。いずれの手当・医療費助成も申請していない方は早
めに申請してください。なお、所得制限により、受給で
きない場合があります。詳細はお問い合わせください。
▶ 児童扶養手当を受給している方およびひとり親家庭等
医療証をお持ちの方は現況届の提出を�

1009116ID
　7月末に現況届の案内を送付しました。期限までに提
出がないと、手当の支給や医療証の送付が遅れる場合が
あります。
申込 8月1日㈯～31日㈪8:30～17:15に市役所2階子育て課
へ申請者本人が現況届を持参※火曜日は19:00まで。日曜
日、祝日を除く。医療証の現況届のみ郵送可
▶ひとり親家庭の相談窓口を臨時で開設 1014967ID
　児童扶養手当の現況届を受け付けている8月中は、土
曜日もひとり親相談窓口を開設します（火曜日は19:00ま
で）。生活・就労・お子さまの学費のことなど、ぜひご
相談ください。
問 セーフティネットコールセンター（☎514-8546）
▶日野市児童扶養手当受給者特別支援給付金を支給しま
した 1014401ID

　支給対象者に対して6月29日に指定の口座に振り込み
ました。

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
学校などの臨時休業、事業所の休業などに
より、多くのひとり親家庭が経済的影響を
受けています。
　東京都では、ひとり親家庭の生活の安定
を図るため、児童扶養手当受給世帯を対象
に食料品などを提供する事業を行います。

対象  ①令和2年6月分児童扶養手当受給者②
令和2年6月1日から7月31日までの間に新た
に東京都または東京都内の区市から児童扶
養手当を受給することとなった方 提供方法
送付する申込書類（カタログ、申込はがきな
ど）により各自で申請 その他 詳細は該当者へ
通知します

名　称 対　象 支給額など

育成手当
1003956ID

次のいずれかに該当する平成14年4月2日以降
生まれの児童を養育している父、母または養
育者
①父母が離婚②父または母が死亡、もしくは
生死不明③父または母が重度の障害者④父ま
たは母が1年以上拘禁されている⑤父または
母から1年以上遺棄されている⑥婚姻によら
ないで出生⑦父または母が裁判所からのDV
保護命令を受けたとき

申請の翌月分から
児童1人につき
月額13,500円

障害手当
1003955ID

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養
育している方
①愛の手帳1～3度程度②身体障害者手帳1・2
級程度③脳性まひまたは進行性筋萎縮症

申請の翌月分から
児童1人につき
月額15,500円

児童扶養手当
1003952ID

次のいずれかに該当する平成14年4月2日以降
生まれ（一定の障害がある場合は20歳未満）の
児童を養育している父、母または養育者
①父母が離婚②父または母が死亡、もしくは
生死不明③父または母が重度の障害者④父ま
たは母が1年以上拘禁されている⑤父または
母から1年以上遺棄されている⑥婚姻によら
ないで出生⑦父または母が裁判所からのDV
保護命令を受けたとき

申請の翌月分から
児童1人の場合は
月額10,180円～
43,160円、
児童2人目以降は
所得制限に
応じて加算

ひとり親家庭等
医療費助成

1003941ID

市内に住所があり、平成14年4月2日以降生ま
れの児童を養育していて次のすべてに該当す
る母子・父子家庭か、それに準ずる家庭
①各種健康保険に加入している②生活保護を
受けていない③児童を里親に委託したり、児
童福祉施設などに入れていない④東京都心身
障害者医療の助成を受けていない
※③④は条件を満たさなくても助成可能な場
合あり

保険診療分
課税世帯…1割
非課税世帯…負担
割合なし

ひとり親家庭などの方へ

東京都がひとり親家庭へ
食料品などを提供します

問　 子育て課（☎514-8598）

1014613ID 問　市子育て課（☎514-8598）、
東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課

（☎03-5320-4125）

この記事は、日本語が不得意な外国人の方にも分かりやすくするため、用語
を言い換えたり、漢字に振り仮名をしています。

市
し

内
ない

に住
す

み、外
がい

国
こく

人
じん

学
がっ

校
こう
（各

かく
種
しゅ

学
がっ

校
こう

のうち、外
がい

国
こく

人
じん

を対
たい

象
しょう

とし
て、小

しょう
学
がっ

校
こう

、中
ちゅう

学
がっ

校
こう

に相
そう

当
とう

する教
きょう

育
いく

を行
おこな

う学
がっ

校
こう

）に在
ざい

籍
せき

している
児
じ

童
どう

・生
せい

徒
と

の保
ほ

護
ご

者
しゃ

に補
ほ

助
じょ

金
きん

を交
こう

付
ふ

します。
補
ほ

助
じょ

する金
きん

額
がく

 1人
ひとり

月
げつ

額
がく

5,000円
えん

※日
ひ

野
の

市
し

内
ない

に住
じゅう

所
しょ

があり、かつ、住
じゅう

民
みん

基
き

本
ほん

台
だい

帳
ちょう

に外
がい

国
こく

人
じん

住
じゅう

民
みん

として記
き

録
ろく

されていた期
き

間
かん

の月
つき

数
すう

分
ぶん

対
たい

象
しょう

になる人
ひと

 ①外
がい

国
こく

人
じん

学
がっ

校
こう

に授
じゅ

業
ぎょう

料
りょう

を納
のう

入
にゅう

した保
ほ

護
ご

者
しゃ

②保
ほ

護
ご

者
しゃ

と
児
じ

童
どう

や生
せい

徒
と

が、ともに補
ほ

助
じょ

の対
たい

象
しょう

となる月
つき

の初
しょ

日
にち

に日
ひ

野
の

市
し

内
ない

に
住
じゅう

所
しょ

があり、かつ、住
じゅう

民
みん

基
き

本
ほん

台
だい

帳
ちょう

に外
がい

国
こく

人
じん

住
じゅう

民
みん

として記
き

録
ろく

され
ている方

かた
、または記

き
録
ろく

されていた方
かた

申
しん

請
せい

するための書
しょ

類
るい

を配
くば

る期
き

間
かん

前
ぜん

期
き

分
ぶん

…8月
がつ

14日
にち
（ 金

きん
曜
よう

）～9月
がつ

15日
にち
（ 火

か

曜
よう

）、後
こう

期
き

分
ぶん

…令
れい

和
わ

3年
ねん

2月
がつ

1日
にち
（月

げつ
曜
よう

）～26日
にち
（金

きん
曜
よう

）の8:30～17:15
※土

ど
曜
よう

・日
にち

曜
よう

日
び

、祝
しゅく

日
じつ

を除
のぞ

く
申
しん

請
せい

できる期
き

限
げん

前
ぜん

期
き

分
ぶん

…9月
がつ

30日
にち
（水

すい
曜
よう

）、後
こう

期
き

分
ぶん

…令
れい

和
わ

3年
ねん

3月
がつ

15日
にち

（月
げつ

曜
よう

）
申
しん

請
せい

する方
ほう

法
ほう

申
しん

請
せい

期
き

限
げん

までに必
かなら

ず着
つ

くように、〒191-8686日
ひ

野
の

市
し

役
やく

所
しょ

4階
かい

総
そう

務
む

課
か

へ必
ひつ

要
よう

事
じ

項
こう

を記
き

入
にゅう

した申
しん

請
せい

書
しょ

を持
じ

参
さん

または郵
ゆう

送
そう

1004286ID 問
と

い合
あ

わせ先
さき

総
そう

務
む

課
か
（☎514-8128）

外
がい
国
こく
人
じん
学
がっ
校
こう
児
じ
童
どう
・生
せい
徒
と
の保

ほ
護
ご
者
しゃ
に対

たい
する補

ほ
助
じょ
金
きん
を交

こう
付
ふ
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